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一般社団法人日本地球化学会 
鳥居・井上基金に関する規程 

 
（目的） 
第 1 条 本規程は、一般社団法人日本地球化学会（以下、「本会」とする。）の鳥

居・井上基金に関する事項を定めることを目的とする。 
 
（基金） 
第 2 条 本会に、鳥居・井上基金を設置する。 
2  鳥居・井上基金は、長きにわたり特に南極大陸の地球化学調査において活躍され、

日本地球化学会に多大なる貢献をされた故鳥居鉄也名誉会員が、日本地球化学会の発

展のため 1995 年に設立した基金であり、ご意志に賛同された井上源喜会員の支援で延

長された。同基金の使用は、地球化学研究の中核を担う若手研究者の育成を図ること

を目的とし、助成対象は次のいずれかの要件を満たすものとする。 
A.  若手会員が会員相互および関係学術領域研究者と協力ネットワークを形成したり

コミュニケーションを促進したりするための集会や活動であること。 
B.  若手会員が国際学会・スクールに参加したり、フィールド調査や施設訪問等を行

うための海外渡航であること。 
3 A、B いずれも 1 件あたり 10 万円を上限とし、年 2 回の募集を行う。 
4 助成対象者は、活動終了後に活動および会計の報告をし、成果の概要を学会ウェブ

サイトやニュースに掲載する。 
 
（「鳥居・井上基金」委員会） 
第 3 条 鳥居・井上基金の運営のため、本会に助成対象を選考する「鳥居・井上基金」

委員会を置く。「鳥居・井上基金」委員会は 3 名の委員から構成され、委員は理事会

で承認する。委員の任期は 3 年とし、毎年１名ずつ改選する。また、委員長は任期 2
年目の委員が務めるものとする。 
 
（助成の決定） 
第 4 条 「鳥居・井上基金」委員会は、選考の結果を理事会に報告し、理事会におい

て助成を決定する。  
 
（改廃） 
第 5 条 本規程の改廃は、理事会の決議により行う。  
 
（附則） 本規程は、一般社団法人日本地球化学会としての登記の日より施行する。  
 


